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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　真空脱ガス設備の真空槽内を上下移動可能な上吹きランスの中心部に設けた中心孔から
搬送用ガスとともに粉体を真空槽内の溶鋼湯面に向けて投射し、
　前記中心孔の周囲に設けた燃料噴射孔から炭化水素系ガスを供給し、且つ、前記中心孔
の周囲に設けた酸素含有ガス噴射孔から酸素含有ガスを供給し、
　上吹きランス先端に前記炭化水素系ガスの燃焼による火炎を形成しながら、該火炎を介
して前記粉体を加熱して溶鋼に投射する、真空脱ガス設備における溶鋼の精錬方法におい
て、
　粉体投射時の上吹きランスのランス高さ（溶鋼静止湯面からランス先端までの距離）が
１．０～７．０ｍであって、真空槽内の真空度が１．３～１７．３ｋＰａであり、
　下記の（１）式から（５）式で算出される、上吹きランスから噴射される噴流の動圧Ｐ
が２０．０ｋＰａ以上１００．０ｋＰａ以下である、真空脱ガス設備における溶鋼の精錬
方法。
　Ｐ＝ρg×Ｕ２/２・・・（１）
　ρg＝ρA×ＦA/ＦT+ρB×ＦB/ＦT+ρC×ＦC/ＦT+ＶP/(ＦT/６０)・・・（２）
　Ｕ＝(ＦT/ＳT)×(１/３６００)・・・（３）
　ＳT＝ＳA+ＳB+ＳC・・・（４）
　ＦT＝ＦA+ＦB+ＦC・・・（５）
　ここで、（１）式から（５）式において、
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　Ｐは、上吹きランス出口での噴流の動圧（ｋＰａ）、
　ρgは、噴流の密度（ｋｇ／Ｎｍ３）、
　ρAは、搬送用ガスの密度（ｋｇ／Ｎｍ３）、
　ρBは、酸素含有ガスの密度（ｋｇ／Ｎｍ３）、
　ρCは、炭化水素系ガスの密度（ｋｇ／Ｎｍ３）、
　Ｖpは、粉体の供給速度（ｋｇ／ｍｉｎ）、
　Ｕは、上吹きランス出口での噴流の流速（ｍ／ｓｅｃ）、
　ＳTは、中心孔、燃料噴射孔及び酸素含有ガス噴射孔の上吹きランス出口での断面積の
合計（ｍ２）、
　ＳAは、中心孔の上吹きランス出口での断面積（ｍ２）、
　ＳBは、酸素含有ガス噴射孔の上吹きランス出口での断面積（ｍ２）、
　ＳCは、燃料噴射孔の上吹きランス出口での断面積（ｍ２）、
　ＦTは、搬送用ガスの流量、酸素含有ガスの流量、炭化水素系ガスの流量の合計（Ｎｍ
３／ｈ）、
　ＦAは、搬送用ガスの流量（Ｎｍ３／ｈ）、
　ＦBは、酸素含有ガスの流量（Ｎｍ３／ｈ）、
　ＦCは、炭化水素系ガスの流量（Ｎｍ３／ｈ）である。
【請求項２】
　前記粉体が、マンガン鉱石、マンガン系合金鉄、ＣａＯ系脱硫剤のうちの何れか１種ま
たは２種以上である、請求項１に記載の真空脱ガス設備における溶鋼の精錬方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、真空脱ガス設備を用い、マンガン鉱石やＣａＯ系脱硫剤などの粉体を上吹き
ランスの先端に形成される火炎で加熱しながら、前記上吹きランスから減圧下の溶鋼湯面
に投射（吹き付け）して低炭素高マンガン鋼、低硫鋼、極低硫鋼などを溶製する、溶鋼の
精錬方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、鉄鋼材料は、その用途が多様化し、従来よりも苛酷な環境下で使用されることが
多くなってきている。これに伴い、鉄鋼製品の機械的特性などに対する要求も、従来にも
増して厳しくなっている。このような状況下において、構造物の高強度化、軽量化、低コ
スト化を目的として、高強度と高加工性とを兼備した低炭素高マンガン鋼が開発され、ラ
インパイプ用鋼板や自動車用鋼板などの様々な分野で広く用いられている。ここで、「低
炭素高マンガン鋼」とは、炭素濃度が０．０５質量％以下で、マンガン濃度が０．５質量
％以上の鋼のことをいう。
【０００３】
　ところで、製鋼工程において使用する、溶鋼中のマンガン濃度の調整に用いる安価なマ
ンガン源としては、マンガン鉱石や高炭素フェロマンガンなどがある。上記低炭素高マン
ガン鋼を溶製する場合には、転炉で溶銑を脱炭精錬する際に、マンガン源として、転炉内
にマンガン鉱石を投入してマンガン鉱石を還元したり、転炉出鋼時に溶鋼中に高炭素フェ
ロマンガンを添加したりして、マンガン源に費やす費用を抑えながら、溶鋼中のマンガン
濃度を所定の濃度まで高めることが行われている（例えば、特許文献１を参照。）。
【０００４】
　しかし、これらの安価なマンガン源を使用した場合には、マンガン鉱石の還元のために
、転炉での脱炭精錬で溶鋼中の炭素濃度を十分に低減することができなくなったり、或い
は、高炭素フェロマンガンに含有される炭素に起因して、出鋼後の溶鋼中の炭素濃度が上
昇したりする。その結果、溶鋼中の炭素濃度が低炭素高マンガン鋼の許容範囲を超えるお
それのある場合には、出鋼後に別途、溶鋼から炭素を除去する処理（精錬）を施すことが
必要となる。
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【０００５】
　転炉から出鋼された後の溶鋼中の炭素を効率良く除去する方法としては、ＲＨ真空脱ガ
ス装置などの真空脱ガス設備を用い、溶鋼を減圧下の雰囲気に晒すことで未脱酸状態の溶
鋼に含有される溶存酸素（溶鋼中に溶解している酸素）と溶鋼中炭素との反応を利用して
脱炭する方法や、減圧下の溶鋼に酸素ガスなどの酸素源を吹き付け、供給する酸素源で溶
鋼中の炭素を酸化して脱炭する方法などが知られている。
【０００６】
　これらの減圧下での脱炭方法は、大気圧下で行う転炉での脱炭精錬に対して、「真空脱
炭精錬」と呼ばれている。安価なマンガン源によって持ち込まれる炭素を真空脱炭精錬に
よって除去するべく、例えば、特許文献２には、真空脱ガス設備における真空脱炭精錬の
初期段階で、高炭素フェロマンガンを溶鋼中に投入する方法が提案されている。また、特
許文献３には、真空脱ガス設備で極低炭素鋼を溶製する際に、真空脱炭精錬の処理時間の
２０％が経過するまでの期間に、高炭素フェロマンガンを投入する方法が提案されている
。しかし、マンガンを多量に含む溶鋼の真空脱炭精錬では、酸素が、溶鋼中の炭素と反応
するだけでなく、溶鋼中のマンガンとも反応するので、添加されたマンガンの酸化ロスが
発生してマンガン歩留まりが低下する。また、これにより、溶鋼中のマンガン含有量を精
度良く制御することが難しくなる。
【０００７】
　また、真空脱炭精錬において使用する酸素源や脱炭反応促進方法について、例えば、特
杵文献４には、真空槽内にミルスケールなどの固体酸素を投入し、これによってマンガン
の酸化を抑制して優先的に脱炭反応を行わせる方法が提案されている。特許文献５には、
転炉吹止時の溶鋼中炭素濃度と溶鋼温度とを規制した溶鋼に、真空脱ガス装置でマンガン
鉱石を添加して溶鋼を真空脱炭精錬する方法が提案されている。
【０００８】
　また、特許文献６及び特許文献７には、転炉から出鋼した溶鋼をＲＨ真空脱ガス装置で
真空脱炭精錬する際に、真空槽内の溶鋼表面に向けて、搬送用ガスとともにＭｎＯ粉やマ
ンガン鉱石粉を上吹きして真空脱炭精錬する方法が提案されている。特許文献８には、Ｒ
Ｈ真空脱ガス装置の真空槽内の溶鋼に、真空槽側壁に設けたノズルを介して搬送用ガスと
ともにマンガン鉱石粉を吹き込み、マンガン鉱石中の酸素によって溶鋼の脱炭を行うとと
もに、溶鋼中マンガン濃度を高める真空脱炭精錬方法が提案されている。
【０００９】
　一方、鉄鋼材料の高付加価値化や使用用途の拡大に伴い、材料特性向上の要求が増しつ
つあり、この要求に応える手段の一つとして、鋼の高純度化、具体的には、溶鋼の極低硫
化が行われている。
【００１０】
　低硫鋼を溶製する際、一般的に、脱硫反応効率の高い溶銑段階で脱硫処理が行われるが
、硫黄含有量を０．００２４質量％以下とする低硫鋼や、硫黄含有量を０．００１０質量
％以下とする極低硫鋼では、溶銑段階での脱硫処理だけでは目的とする硫黄濃度まで十分
に低下することが困難である。したがって、硫黄含有量を０．００２４質量％以下とする
低硫鋼や硫黄含有量を０．００１０質量％以下とする極低硫鋼では、溶銑段階の脱硫処理
のみならず、転炉から出鋼後の溶鋼に対しても脱硫処理が施される。
【００１１】
　転炉から出鋼後の溶鋼に対して脱硫処理を行う方法は、例えば、取鍋内の溶鋼に脱硫剤
をインジェクションする方法、取鍋内の溶鋼に脱硫剤を添加した後に溶鋼と脱硫剤とを攪
拌する方法など、従来から様々な方法が提案されている。しかし、これらの方法は、転炉
出鋼から真空脱ガス設備での処理までの期間に、新たな工程（脱硫工程）を追加すること
になり、溶鋼温度の低下や製造コストの上昇、生産性の低下などを招く。
【００１２】
　これらの問題を解決するために、真空脱ガス設備に脱硫機能を持たせることによって、
二次精錬工程を集約し、簡素化する試みがなされている。例えば、特許文献９には、真空
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脱ガス設備を用いた溶鋼の脱硫方法として、上吹きランスを備えたＲＨ真空脱ガス装置で
真空槽内の溶鋼浴面上に、上吹きランスからＣａＯ系脱硫剤を搬送用ガスとともに投射（
吹き付け）して溶鋼を脱硫する方法が提案されている。
【００１３】
　しかし、真空脱ガス設備での精錬中に、低炭素高マンガン鋼を溶製するためのマンガン
鉱石や、脱硫処理するためのＣａＯ系脱硫剤などの酸化物粉体を上吹きランスから投射す
る場合には、投射する酸化物粉体の顕熱や潜熱及び熱分解に要する分解熱によって溶鋼温
度が低下する。この溶鋼温度の低下を補償する方法として、真空脱ガス設備の前工程で溶
鋼温度を高めておく方法や、真空脱ガス設備での精錬中に、溶鋼に金属アルミニウムを添
加し、アルミニウムの燃焼熱で溶鋼温度を高める方法などが行われている。しかし、真空
脱ガス設備の前工程で溶鋼温度を高める方法は、前工程における耐火物の損耗が大きく、
コストアップを招く。また、真空脱ガス設備で金属アルミニウムを添加して昇温する方法
は、生成したアルミニウム酸化物に起因して溶鋼の清浄度が低下したり、副原料コストが
上昇したりするなどの弊害がある。
【００１４】
　そこで、溶鋼温度の低下を抑制しながら酸化物粉体を投射する方法が提案されている。
例えば、特許文献１０には、マンガン鉱石などの酸化物粉体を、上吹きランス先端に設け
られたバーナーの火炎で加熱しながら溶鋼浴面上に投射する方法が提案されている。また
、特許文献１１及び特許文献１２には、上吹きランスからＣａＯ系脱硫剤を投射して溶鋼
を脱硫する際に、上吹きランスから酸素ガスと燃焼用ガスとを噴出して上吹きランス先端
に火炎を形成し、該火炎によってＣａＯ系脱硫剤を加熱、溶融して溶鋼浴面に到達させる
方法が提案されている。
【００１５】
　真空脱ガス設備を用い、マンガン鉱石やＣａＯ系脱硫剤などの粉体を、上吹きランスの
先端に形成される火炎内で加熱して溶鋼に到達させ、これにより、反応速度を促進させる
と同時に溶鋼温度を上昇させることを目的とする精錬方法では、上吹きランスから噴射さ
れる噴流の動圧が、マンガン鉱石の歩留まりやＣａＯ系脱硫剤の脱硫効率に影響するのみ
ならず、粉体を介して行われる着熱効率を左右する。つまり、上吹きランスから噴射され
る噴流の動圧を適正に制御しない場合には、火炎による効果を十分に得ることができない
。しかしながら、特許文献１０、１１、１２を含めて従来技術では、上吹きランスから噴
射される噴流の動圧をどの程度にするべきかが、明らかにされていない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１６】
【特許文献１】特開平４－８８１１４号公報
【特許文献２】特開平２－４７２１５号公報
【特許文献３】特開平１－３０１８１５号公報
【特許文献４】特開昭５８－７３７１５号公報
【特許文献５】特開昭６３－２９３１０９号公報
【特許文献６】特開平５－２３９５３４号公報
【特許文献７】特開平５－２３９５２６号公報
【特許文献８】特開平１－９２３１２号公報
【特許文献９】特開平５－３１１２３１号公報
【特許文献１０】特許第５３８２２７５号公報
【特許文献１１】特許第２９７２４９３号公報
【特許文献１２】特開２０１２－１７２２１３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１７】
　本発明は上記事情に鑑みてなされたもので、その目的とするところは、真空脱ガス設備
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を用い、マンガン鉱石やＣａＯ系脱硫剤などの粉体を、上吹きランスの先端に形成される
火炎で加熱しながら、上吹きランスから溶鋼浴面に投射する精錬方法において、マンガン
鉱石やＣａＯ系脱硫剤などの粉体の添加歩留まりを高めることができるのみならず、粉体
を介して行われる着熱効率を高めることのできる、真空脱ガス設備における溶鋼の精錬方
法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１８】
　本発明者らは、上記課題を解決するべく、溶鋼温度や溶鋼成分、排気ダスト濃度の変化
に着目して鋭意検討を重ねた。
【００１９】
　その結果、溶鋼へのマンガン鉱石の投射条件を適正化することによって、上記課題を解
決できることを見出した。具体的には、上吹きランスのランス高さを所定の範囲内に設定
するとともに、上吹きランスから噴射される噴流の密度及び噴流の上吹きランス出口での
流速から算出される、噴流の上吹きランス出口での動圧Ｐを適正範囲に制御することで、
溶鋼温度の低下を招くことなく、高い歩留まりでマンガン鉱石を投射できることを見出し
た。
【００２０】
　また、ＣａＯ系脱硫剤の投射についても、マンガン鉱石の投射と同様に、上吹きランス
のランス高さを所定の範囲に設定するとともに、上記算出方法で算出される噴流の上吹き
ランス出口での動圧Ｐを適正範囲に制御することで、溶鋼温度の低下を招くことなく、脱
硫処理を効率的に行うことができることを確認した。
【００２１】
　本発明は上記知見に基づきなされたものであり、その要旨は以下のとおりである。
［１］真空脱ガス設備の真空槽内を上下移動可能な上吹きランスの中心部に設けた中心孔
から搬送用ガスとともに粉体を真空槽内の溶鋼湯面に向けて投射し、
　前記中心孔の周囲に設けた燃料噴射孔から炭化水素系ガスを供給し、且つ、前記中心孔
の周囲に設けた酸素含有ガス噴射孔から酸素含有ガスを供給し、
　上吹きランス先端に前記炭化水素系ガスの燃焼による火炎を形成しながら、該火炎を介
して前記粉体を加熱して溶鋼に投射する、真空脱ガス設備における溶鋼の精錬方法におい
て、
　粉体投射時の上吹きランスのランス高さ（溶鋼静止湯面からランス先端までの距離）が
１．０～７．０ｍであり、
　下記の（１）式から（５）式で算出される、上吹きランスから噴射される噴流の動圧Ｐ
が２０．０ｋＰａ以上１００．０ｋＰａ以下である、真空脱ガス設備における溶鋼の精錬
方法。
Ｐ＝ρg×Ｕ２/２・・・（１）
ρg＝ρA×ＦA/ＦT+ρB×ＦB/ＦT+ρC×ＦC/ＦT+ＶP/(ＦT/６０)・・・（２）
Ｕ＝(ＦT/ＳT)×(１/３６００)・・・（３）
ＳT＝ＳA+ＳB+ＳC・・・（４）
ＦT＝ＦA+ＦB+ＦC・・・（５）
　ここで、（１）式から（５）式において、Ｐは、上吹きランス出口での噴流の動圧（ｋ
Ｐａ）、ρgは、噴流の密度（ｋｇ／Ｎｍ３）、ρAは、搬送用ガスの密度（ｋｇ／Ｎｍ３

）、ρBは、酸素含有ガスの密度（ｋｇ／Ｎｍ３）、ρCは、炭化水素系ガスの密度（ｋｇ
／Ｎｍ３）、Ｖpは、粉体の供給速度（ｋｇ／ｍｉｎ）、Ｕは、上吹きランス出口での噴
流の流速（ｍ／ｓｅｃ）、ＳTは、中心孔、燃料噴射孔及び酸素含有ガス噴射孔の上吹き
ランス出口での断面積の合計（ｍ２）、ＳAは、中心孔の上吹きランス出口での断面積（
ｍ２）、ＳBは、酸素含有ガス噴射孔の上吹きランス出口での断面積（ｍ２）、ＳCは、燃
料噴射孔の上吹きランス出口での断面積（ｍ２）、ＦTは、搬送用ガスの流量、酸素含有
ガスの流量、炭化水素系ガスの流量の合計（Ｎｍ３／ｈ）、ＦAは、搬送用ガスの流量（
Ｎｍ３／ｈ）、ＦBは、酸素含有ガスの流量（Ｎｍ３／ｈ）、ＦCは、炭化水素系ガスの流
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量（Ｎｍ３／ｈ）である。
［２］前記粉体が、マンガン鉱石、マンガン系合金鉄、ＣａＯ系脱硫剤のうちの何れか１
種または２種以上である、上記［１］に記載の真空脱ガス設備における溶鋼の精錬方法。
［３］前記粉体投射時の真空槽内の真空度が２．７～１３．３ｋＰａである、上記［１］
または上記［２］に記載の真空脱ガス設備における溶鋼の精錬方法。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明によれば、上吹きランスのランス高さ及び上吹きランスから噴射される噴流の動
圧Ｐを適切な範囲に制御するので、投射する粉体を高い歩留まりで溶鋼に添加することが
できる。これによって精錬反応が促進され、また、粉体を高い歩留まりで溶鋼に添加する
ことから高い着熱効率が得られ、低炭素高マンガン鋼や極低硫鋼を高い生産性で、且つ、
低コストで溶製することが実現される。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】図１は、本発明を実施する際に用いるＲＨ真空脱ガス装置の一例の概略縦断面図
である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　以下、本発明に係る溶鋼の精錬方法を具体的に説明する。本発明に係る溶鋼の精錬方法
に用いることができる真空脱ガス設備には、ＲＨ真空脱ガス装置、ＤＨ真空脱ガス装置、
ＶＡＤ炉、ＶＯＤ炉などがあるが、それらの中で最も代表的なものは、ＲＨ真空脱ガス装
置である。そこで、ＲＨ真空脱ガス装置を用いて本発明に係る溶鋼の精錬方法を実施する
場合を例として、本発明の実施形態を説明する。
【００２５】
　図１に、本発明に係る溶鋼の精錬方法を実施する際に用いるＲＨ真空脱ガス装置の一例
の概略縦断面図を示す。図１において、１はＲＨ真空脱ガス装置、２は取鍋、３は溶鋼、
４はスラグ、５は真空槽、６は上部槽、７は下部槽、８は上昇側浸漬管、９は下降側浸漬
管、１０は環流用ガス吹き込み管、１１はダクト、１２は原料投入口、１３は上吹きラン
スであり、真空槽５は上部槽６と下部槽７とから構成され、また、上吹きランス１３は真
空槽５の内部を上下移動が可能となっている。
【００２６】
　ＲＨ真空脱ガス装置１では、取鍋２を昇降装置（図示せず）にて上昇させ、上昇側浸漬
管８及び下降側浸漬管９を取鍋内の溶鋼３に浸漬させる。そして、環流用ガス吹き込み管
１０から上昇側浸漬管８の内部に環流用ガスを吹き込むとともに、真空槽５の内部をダク
ト１１に連結される排気装置（図示せず）にて排気して真空槽５の内部を減圧する。真空
槽５の内部が減圧されると、取鍋内の溶鋼３は、環流用ガス吹き込み管１０から吹き込ま
れる環流用ガスによるガスリフト効果によって、環流用ガスとともに上昇側浸漬管８を上
昇して真空槽５の内部に流入し、その後、下降側浸漬管９を経由して取鍋２に戻る流れ、
所謂、環流を形成してＲＨ真空脱ガス精錬が施される。
【００２７】
　上吹きランス１３は、図示はしないが、マンガン鉱石、マンガン系合金鉄、ＣａＯ系脱
硫剤などの粉体を搬送用ガスとともに供給する粉体流路と、炭化水素系ガスを供給する燃
料流路と、炭化水素系ガスを燃焼するための酸素含有ガスを供給する酸素含有ガス流路と
、上吹きランス１３を冷却するための冷却水の供給流路及び排水流路と、をそれぞれ独立
して有する多重管構造である。粉体流路は、上吹きランス１３の先端中心部に設けられた
中心孔に連通し、燃料流路は、中心孔の周囲に設けられた燃料噴射孔に連通し、酸素含有
ガス流路は、中心孔の周囲に設けられた酸素含有ガス噴射孔に連通している。冷却水の供
給流路及び排水流路は、上吹きランス１３の先端で繋がっており、冷却水は上吹きランス
１３の先端で反転するように構成されている。
【００２８】
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　燃料噴射孔及び酸素含有ガス噴射孔はそれらの噴射方向が合流するように構成されてい
て、燃料噴射孔を介して噴射される炭化水素系ガスが、酸素含有ガス噴射孔を介して噴射
される酸素含有ガス（酸素ガス（工業用純酸素ガス）、酸素富化空気、空気など）によっ
て燃焼し、上吹きランス１３の先端下方にバーナー火炎が形成される。この場合、着火を
容易にするために、上吹きランス１３の先端に、着火するためのパイロットバーナーを設
けてもよい。
【００２９】
　上吹きランス１３は、マンガン鉱石、マンガン系合金鉄、ＣａＯ系脱硫剤などの粉体を
貯蔵しているホッパー（図示せず）と連結されており、これらの粉体が搬送用ガスととも
に上吹きランス１３に供給され、上吹きランス１３の先端の中心孔から噴射される。粉体
の搬送用ガスとしては、通常、アルゴンガスや窒素ガスなどの不活性ガスを用いる。但し
、低炭素高マンガン鋼を溶製する場合のように、溶鋼３の真空脱炭精錬を行う場合には、
酸素含有ガスを搬送用ガスとして使用することもできる。当然、粉体を噴射せずに、不活
性ガスや酸素含有ガスのみを噴射することも可能なように構成されている。
【００３０】
　また、上吹きランス１３は、燃料供給管（図示せず）及び酸素含有ガス供給管（図示せ
ず）と連結されており、燃料供給管からは、プロパンガスや天然ガスなどの炭化水素系ガ
スが上吹きランス１３に供給され、酸素含有ガス供給管からは、炭化水素ガスを燃焼させ
るための酸素含有ガスが上吹きランス１３に供給されている。前述したように、炭化水素
系ガス及び酸素含有ガスが、上吹きランス１３の先端に設けられた燃料噴射孔及び酸素含
有ガス噴射孔から噴射されるように構成されている。
【００３１】
　上吹きランス１３の燃料流路及び酸素含有ガス流路は、例えば、内管を炭化水素系ガス
の流路とし、外管を炭化水素系ガス燃焼用の酸素含有ガスの流路とする二重管（この二重
管を中心孔の周囲に複数個配置する）で構成することができる。また、炭化水素系ガスの
流路を、粉体流路の外側に設けた１本の管で構成し、その外側に配置した１本の管を酸素
含有ガスの流路とする構成とすることもできる。
【００３２】
　このように構成されるＲＨ真空脱ガス装置１を用い、上吹きランス１３の先端下方に炭
化水素系ガスの燃焼によって火炎を形成し、上吹きランス１３から噴出する粉体を、形成
された火炎で加熱しながら、真空槽５を環流する溶鋼３の浴面に向けて投射（吹き付け）
する。その際に、粉体投射時の上吹きランス１３のランス高さ（溶鋼静止湯面からランス
先端までの距離）を１．０～７．０ｍとした上で、下記の（１）式から（５）式で算出さ
れる、上吹きランス１３から噴射される噴流の動圧Ｐが２０．０ｋＰａ以上１００．０ｋ
Ｐａ以下となるように制御する。
【００３３】
　Ｐ＝ρg×Ｕ２/２・・・（１）
　ρg＝ρA×ＦA/ＦT+ρB×ＦB/ＦT+ρC×ＦC/ＦT+ＶP/(ＦT/６０)・・・（２）
　Ｕ＝(ＦT/ＳT)×(１/３６００)・・・（３）
　ＳT＝ＳA+ＳB+ＳC・・・（４）
　ＦT＝ＦA+ＦB+ＦC・・・（５）
　ここで、（１）式から（５）式において、Ｐは、上吹きランス出口での噴流の動圧（ｋ
Ｐａ）、ρgは噴流の密度（ｋｇ／Ｎｍ３）、ρAは搬送用ガスの密度（ｋｇ／Ｎｍ３）、
ρBは酸素含有ガスの密度（ｋｇ／Ｎｍ３）、ρCは炭化水素系ガスの密度（ｋｇ／Ｎｍ３

）、Ｖpは粉体の供給速度（ｋｇ／ｍｉｎ）、Ｕは上吹きランス出口での噴流の流速（ｍ
／ｓｅｃ）、ＳTは、中心孔、燃料噴射孔及び酸素含有ガス噴射孔の上吹きランス出口で
の断面積の合計（ｍ２）、ＳAは中心孔の上吹きランス出口での断面積（ｍ２）、ＳBは酸
素含有ガス噴射孔の上吹きランス出口での断面積（ｍ２）、ＳCは燃料噴射孔の上吹きラ
ンス出口での断面積（ｍ２）、ＦTは、搬送用ガスの流量、酸素含有ガスの流量、炭化水
素系ガスの流量の合計（Ｎｍ３／ｈ）、ＦAは搬送用ガスの流量（Ｎｍ３／ｈ）、ＦBは酸
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素含有ガスの流量（Ｎｍ３／ｈ）、ＦCは炭化水素系ガスの流量（Ｎｍ３／ｈ）である。
【００３４】
　尚、「上吹きランス１３から噴射される噴流」とは、投射される粉体、粉体の搬送用ガ
ス、炭化水素系ガス、炭化水素系ガスを燃焼するための酸素含有ガスの全てを１つの噴射
流とみなしたものである。また、「溶鋼静止湯面」とは、減圧下の雰囲気に晒される溶鋼
の表面であって、酸素ガスなどが吹き付けられていないときの溶鋼表面である。具体的に
は、ＲＨ真空脱ガス装置１の場合は、真空槽５を環流する溶鋼３の表面が溶鋼静止湯面に
なる。
【００３５】
　真空槽５の内部の真空度を過剰に高くすると、ダクト１１に吸引される排気ガスととも
に真空槽５から排出する粉体が多くなる。したがって、これを防止するために、粉体投射
時の真空槽５の内部の真空度を２．７～１３．３ｋＰａとすることが好ましい。
【００３６】
　以下、低炭素高マンガン鋼、低硫鋼及び極低硫鋼を溶製する際に、本発明に係る溶鋼の
精錬方法を適用した例について説明する。先ず、低炭素高マンガン鋼の溶製方法について
説明する。
【００３７】
　高炉から出銑された溶銑を溶銑鍋やトーピードカーなどの保持容器や搬送容器で受銑し
、受銑した溶銑を脱炭精錬の行われる転炉に搬送する。通常、この搬送の途中で、溶銑に
対して脱硫処理や脱燐処理などの溶銑予備処理が施されている。本発明の実施形態におい
ては、低炭素高マンガン鋼の成分規格上からは溶銑予備処理が必要でない場合でも、溶銑
予備処理、特に脱燐処理を施すことが好ましい。これは、低炭素高マンガン鋼を溶製する
場合には、転炉での脱炭精錬で、安価なマンガン源としてマンガン鉱石を添加する。脱燐
処理を行わない場合には、転炉での脱炭精錬時に、脱炭反応と同時に脱燐反応を推進させ
ることが必要となり、そのためには、多量のＣａＯ系媒溶剤を転炉内に添加する必要があ
る。その結果、スラグ量が増加してスラグに分配されるマンガン量が増加し、マンガンの
溶鋼への歩留まりが低下してしまうからである。
【００３８】
　搬送された溶銑を転炉に装入し、その後、マンガン源としてマンガン鉱石を転炉内に添
加し、更に必要に応じて少量の生石灰などのＣａＯ系媒溶剤を添加し、酸素ガスを上吹き
及び／または底吹きして脱炭精錬し、所定の成分組成の溶鋼とする。その後、金属アルミ
ニウムやフェロシリコンなどの脱酸剤を溶鋼に添加せずに、つまり、溶鋼を未脱酸状態の
ままとして取鍋２に出鋼する。但し、その際に、高炭素フェロマンガンなどの安価なマン
ガン系合金鉄は所定量添加しても構わない。
【００３９】
　尚、転炉での脱炭精錬では、前述したように、マンガン鉱石や高炭素フェロマンガンな
どの安価なマンガン源を使用するので、溶鋼中の炭素濃度は必然的に高くなるが、その場
合でも、マンガン濃度調整後の溶鋼中の炭素濃度は０．２質量％以下に抑えることが好ま
しい。溶鋼中炭素濃度が０．２質量％を超えると、次工程の真空脱ガス設備における真空
脱炭精錬時間が長くなり、生産性が低下する。更に、真空脱炭精錬時間の延長に伴う溶鋼
温度の低下を補償するために出鋼時の溶鋼温度を高める必要が生じ、これに伴って鉄歩留
まりの低下や耐火物損耗量の増大による耐火物コストの上昇を招く。したがって、マンガ
ン濃度調整後の溶鋼中の炭素濃度は０．２質量％以下に抑えることが好ましい。
【００４０】
　転炉から出鋼した溶鋼３をＲＨ真空脱ガス装置１に搬送する。ＲＨ真空脱ガス装置１で
は、未脱酸状態の溶鋼３を取鍋２と真空槽５との間で環流する。溶鋼３は未脱酸状態であ
るので、溶鋼３が真空槽内の減圧下の雰囲気に晒されることで、溶鋼中の炭素と溶鋼中の
溶存酸素とが反応し（Ｃ＋Ｏ＝ＣＯ）、真空脱炭精錬が進行する。また、溶鋼３の環流が
開始されたなら、上吹きランス１３から、アルゴンガスを搬送用ガスとしてマンガン鉱石
を投射する。マンガン鉱石の投射に前後して、上吹きランス１３から炭化水素系ガス及び
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酸素含有ガスを噴射し、上吹きランス１３の先端下方に火炎を形成させる。マンガン鉱石
は火炎の熱で加熱されて溶鋼浴面に投射される。
【００４１】
　溶鋼浴面に投射されたマンガン鉱石は、溶鋼中の炭素によって還元され、溶鋼中のマン
ガン濃度を上昇させ、且つ、溶鋼中の炭素濃度を低下させる。つまり、マンガン鉱石は、
溶鋼成分調整用のマンガン源として機能するのみならず、溶鋼３の脱炭反応の酸素源とし
て機能する。
【００４２】
　上吹きランス１３の先端下方に火炎を形成させ、且つ、上吹きランス１３からマンガン
鉱石を投射させる際、上吹きランス１３のランス高さ（溶鋼静止湯面からランス先端まで
の距離）を１．０～７．０ｍとした上で、（１）式から（５）式で算出される上吹きラン
ス出口での噴流の動圧Ｐが２０．０ｋＰａ以上１００．０ｋＰａ以下となるように、それ
ぞれのガスの流量及びマンガン鉱石の供給速度を、上吹きランス１３の３種類の噴射孔（
中心孔、燃料噴射孔、酸素含有ガス噴射孔）の断面積に応じて制御する。
【００４３】
　上吹きランス出口での噴流の動圧Ｐを２０．０ｋＰａ以上１００．０ｋＰａ以下の範囲
内に制御することで、マンガン鉱石を効率的に加熱し且つ効率的に溶鋼３に添加すること
ができる。その結果、マンガン鉱石の添加に伴う溶鋼３の温度低下を抑制することができ
、また、マンガン鉱石は溶鋼３に効率良く添加されるので、安価なマンガン源であるマン
ガン鉱石の還元が促進されてマンガン歩留まりが向上し、低炭素高マンガン鋼の製造コス
トを削減することができる。
【００４４】
　マンガン鉱石の添加のみでは溶鋼中マンガン濃度が規格を満足しない場合には、マンガ
ン鉱石の添加前に、低炭素高マンガン鋼のマンガン濃度の規格に応じて、高炭素フェロマ
ンガン（炭素含有量；約７質量％）を、上吹きランス１３を介して火炎で加熱しつつ投射
してもよい。また、高炭素フェロマンガンとマンガン鉱石とを混合した粉体を、上吹きラ
ンス１３を介して火炎で加熱しつつ投射してもよい。
【００４５】
　真空脱炭精錬を所定時間行い、溶鋼中の炭素濃度が成分規格値の範囲内に達したなら、
原料投入口１２から溶鋼３に金属アルミニウムなどの強脱酸剤を添加して溶鋼中の溶存酸
素濃度を低減し（脱酸処理）、真空脱炭精錬を終了する。尚、真空脱炭精錬終了後の溶鋼
温度が、例えば連続鋳造工程などの次工程から要求される温度よりも低い場合には、更に
原料投入口１２から溶鋼３に金属アルミニウムを添加し、上吹きランス１３から溶鋼浴面
に酸素ガスを吹き付け、溶鋼中のアルミニウムを燃焼させることによって溶鋼温度を上昇
させてもよい。
【００４６】
　強脱酸剤を添加して脱酸した溶鋼３は、その後、更に数分間、環流を継続する。溶鋼３
のマンガン濃度が規格値未満の場合は、この環流中に金属マンガンや低炭素フェロマンガ
ンを原料投入口１２から溶鋼３に投入して、溶鋼３のマンガン濃度を調整する。更に、こ
の環流中に、必要に応じて、アルミニウム、珪素、ニッケル、クロム、銅、ニオブ、チタ
ンなどの成分調整剤を原料投入口１２から溶鋼３に投入して溶鋼成分を所定の組成範囲に
調整し、その後、真空槽５の内部を大気圧に戻して、真空脱ガス精錬を終了する。
【００４７】
　次に、低硫鋼及び極低硫鋼の溶製方法について説明する。
【００４８】
　高炉から出銑された溶銑を溶銑鍋やトーピードカーなどの保持容器や搬送容器で受銑し
、受銑した溶銑を脱炭精錬の行われる転炉に搬送する。この搬送の途中で、溶銑に対して
溶銑予備処理の脱硫処理を実施する。溶銑予備処理のうちの脱燐処理は、溶製する低硫鋼
及び極低硫鋼の燐濃度規格上から実施する必要のある場合は実施するが、それ以外は実施
しなくても構わない。
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【００４９】
　搬送された溶銑を転炉に装入し、その後、必要に応じて、マンガン源としてマンガン鉱
石を転炉内に添加し、更に必要に応じて少量の生石灰などのＣａＯ系媒溶剤を添加し、酸
素ガスを上吹き及び／または底吹きして脱炭精錬し、所定の成分組成の溶鋼とする。その
後、金属アルミニウムやフェロシリコンなどの脱酸剤を溶鋼に添加せずに、つまり、溶鋼
を、未脱酸状態のままとして取鍋２に出鋼する。但し、その際に、高炭素フェロマンガン
などの安価なマンガン系合金鉄は所定量添加しても構わない。
【００５０】
　転炉から出鋼した溶鋼３をＲＨ真空脱ガス装置１に搬送する。ＲＨ真空脱ガス装置１に
搬送した未脱酸状態のままの溶鋼３に対し、必要に応じて、上吹きランス１３から酸素ガ
スを溶鋼３に吹き付けて行う真空脱炭精錬を実施し、溶鋼３の炭素濃度を調整する。溶鋼
中の炭素濃度が成分規格内に達したなら、原料投入口１２から金属アルミニウムなどの強
脱酸剤を溶鋼３に添加して脱酸処理を施し、溶鋼中の溶存酸素濃度を低減して真空脱炭精
錬を終了する。
【００５１】
　但し、溶製する低硫鋼及び極低硫鋼の炭素濃度規格が真空脱炭精錬を施さなくても溶製
可能なレベルの場合には、真空脱炭精錬は実施しない。また、真空脱炭精錬を実施しない
場合には、溶鋼３を未脱酸状態にする必要はなく、溶鋼３を転炉から取鍋２に出鋼する際
に、出鋼中の溶鋼流に金属アルミニウムを添加して溶鋼を脱酸してもよい。その際、出鋼
流に金属アルミニウムの他に、生石灰やＣａＯを含有する媒溶剤を添加してもよい。溶鋼
３を取鍋２に出鋼した後、溶鋼上のスラグ４に金属アルミニウムなどのスラグ改質剤を添
加し、スラグ中のＦｅＯなどの鉄酸化物やＭｎＯなどのマンガン酸化物を還元した後、Ｒ
Ｈ真空脱ガス装置１に搬送することが好ましい。
【００５２】
　また、真空脱炭精錬の終了後の溶鋼温度が、例えば連続鋳造工程などの次工程から要求
される温度よりも低い場合には、更に原料投入口１２から溶鋼３に金属アルミニウムを添
加し、上吹きランス１３から溶鋼浴面に酸素ガスを吹き付け、溶鋼中アルミニウムを燃焼
させることによって溶鋼温度を上昇させてもよい。また、未脱酸状態の溶鋼３を真空脱炭
精錬する場合には、前述した低炭素高マンガン鋼の溶製方法と同様に、マンガン鉱石を火
炎で加熱しながら上吹きランス１３から投射してもよい。
【００５３】
　その後、金属アルミニウムなどの強脱酸剤で脱酸処理し、次いで、脱酸処理した溶鋼３
に、上吹きランス１３からＣａＯ系脱硫剤を噴射すると同時に、上吹きランス１３の先端
に形成した火炎でＣａＯ系脱硫剤を加熱して溶鋼浴面に投射し、脱硫処理を実施する。
【００５４】
　上吹きランス１３の先端下方に火炎を形成させ、且つ、上吹きランス１３からＣａＯ系
脱硫剤を投射させる際、上吹きランス１３のランス高さ（溶鋼静止湯面からランス先端ま
での距離）を１．０～７．０ｍとした上で、（１）式から（５）式で算出される上吹きラ
ンス出口での噴流の動圧Ｐが２０．０ｋＰａ以上１００．０ｋＰａ以下となるように、そ
れぞれのガスの流量及びＣａＯ系脱硫剤の供給速度を、上吹きランス１３の３種類の噴射
孔（中心孔、燃料噴射孔、酸素含有ガス噴射孔）の断面積に応じて制御する。
【００５５】
　上吹きランス出口での噴流の動圧Ｐを２０．０ｋＰａ以上１００．０ｋＰａ以下の範囲
内に制御することで、ＣａＯ系脱硫剤を効率的に加熱し且つ効率的に溶鋼３に添加するこ
とができる。その結果、ＣａＯ系脱硫剤の添加に伴う溶鋼３の温度低下を抑制することが
でき、また、加熱されたＣａＯ系脱硫剤が溶鋼３に効率良く添加されるので、脱硫反応が
促進されて高い脱硫率を得ることができる。添加するＣａＯ系脱硫剤としては、生石灰（
ＣａＯ）単独、生石灰に蛍石（ＣａＦ２）やアルミナ（Ａｌ２Ｏ３）を３０質量％以下の
範囲で添加・混合した混合体（プリメルトを含む）などを使用することができる。
【００５６】
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　溶鋼３の硫黄濃度が所定値以下に低減したなら、上吹きランス１３からのＣａＯ系脱硫
剤の投射を中止して脱硫処理を終了する。その後も溶鋼３を数分間に亘って環流し、この
環流中に、必要に応じて、アルミニウム、珪素、ニッケル、クロム、銅、ニオブ、チタン
などの成分調整剤を原料投入口１２から溶鋼３に投入して溶鋼成分を所定の組成範囲に調
整し、その後、真空槽５の内部を大気圧に戻して、真空脱ガス精錬を終了する。
【００５７】
　以上説明したように、本発明によれば、上吹きランス１３のランス高さ及び上吹きラン
ス１３から噴射される噴流の動圧Ｐを適切な範囲に制御するので、投射する粉体を高い歩
留まりで溶鋼３に添加することができる。これによって精錬反応が促進され、また、粉体
を高い歩留まりで溶鋼３に添加することから高い着熱効率が得られる。
【００５８】
　尚、上記説明は、ＲＨ真空脱ガス装置を用いた例で説明したが、ＤＨ真空脱ガス装置や
ＶＯＤ炉などの他の真空脱ガス設備を用いる場合でも、上記の方法に準ずることで、低炭
素高マンガン鋼、低硫鋼及び極低硫鋼などを溶製することができる。
【実施例１】
【００５９】
　図１に示すＲＨ真空脱ガス装置を用い、約３００トンの溶鋼に真空脱炭精錬を施して低
炭素高マンガン鋼を溶製する試験を実施した。
【００６０】
　転炉からの出鋼時の未脱酸状態の溶鋼成分は、炭素濃度が０．０３～０．０４質量％、
マンガン濃度が０．０７～０．０８質量％であった。また、ＲＨ真空脱ガス装置への到着
時の溶鋼中の溶存酸素濃度は、０．０４～０．０７質量％であった。
【００６１】
　真空槽の上部から挿入した上吹きランスのランス高さを０．５～９．０ｍに設定し、Ｒ
Ｈ真空脱ガス装置における真空脱炭精錬中に、上吹きランスからＬＮＧ（炭化水素系ガス
）と酸素ガス（炭化水素ガス燃焼用酸素含有ガス）とを噴射し、上吹きランスの先端下方
にバーナー火炎を形成させた。バーナー火炎の形成後、搬送用ガスとしてアルゴンガスを
使用し、全ての試験で、マンガン鉱石（以下、「Ｍｎ鉱石」とも記す）を２００ｋｇ／ｍ
ｉｎの供給速度で投射した。Ｍｎ鉱石の添加量は、全ての試験で溶鋼トンあたり５．０ｋ
ｇ／ｔとした。また、粉体投射中の真空槽の真空度は１．３～１７．３ｋＰａの範囲とし
、環流用アルゴンガス流量は、全ての試験で３０００ＮＬ／ｍｉｎとした。
【００６２】
　試験では、溶鋼への着熱率及びマンガン（Ｍｎ）歩留まりを評価した。また、（１）式
から（５）式を用いて上吹きランス出口での噴流の動圧Ｐを算出するにあたり、搬送用ガ
スの密度ρAは１．５ｋｇ／Ｎｍ３、酸素含有ガスの密度ρBは２．５ｋｇ／Ｎｍ３、炭化
水素系ガスの密度ρCは１．５ｋｇ／Ｎｍ３、粉体の供給速度Ｖpは２００ｋｇ／ｍｉｎ、
中心孔の上吹きランス出口での断面積ＳAは０．００３８ｍ２、酸素含有ガス噴射孔の上
吹きランス出口での断面積ＳBは０．０００６ｍ２、燃料噴射孔の上吹きランス出口での
断面積ＳCは０．０００３ｍ２、搬送用ガスの流量ＦAは１２０～１０００Ｎｍ３／ｈ、酸
素含有ガスの流量ＦBは２４０～２２００Ｎｍ３／ｈ、炭化水素系ガスの流量ＦCは４００
Ｎｍ３／ｈを使用した。
【００６３】
　表１に、各試験における真空脱炭精錬時のランス高さ、動圧Ｐなどの操業条件、及び、
真空脱炭精錬後の溶鋼中マンガン濃度、マンガン歩留まり、着熱率などの操業結果を示す
。表１の備考欄には、本発明の範囲内の試験を「本発明例」、それ以外を「比較例」と表
示している。尚、表１に示す着熱率は、下記の（６）式を用いて算出した。
【００６４】
　着熱率(%)＝溶鋼への入熱量(cal)×１００/バーナー燃焼の総熱量(cal)・・・（６）
　ここで、（６）式において、溶鋼への入熱量（ｃａｌ）は、バーナー燃焼の総発熱量の
うち溶鋼に着熱した熱量、バーナー燃焼の総熱量（ｃａｌ）は燃料の発熱量（ｃａｌ／Ｎ
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ｍ３）と燃料の流量（Ｎｍ３）との積で求められる値である。
【００６５】
【表１】

【００６６】
　表１に示すように、ランス高さが１．０～７．０ｍの範囲内で、且つ、（１）式から（
５）式で算出される噴流の動圧Ｐが２０．０～１００．０ｋＰａの範囲内を満たしている
試験番号３～５、９～１１、１４～１９の試験では、マンガン歩留まりは７０質量％以上
であり、着熱率も８０％以上の高位であった。
【００６７】
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　一方、（１）式から（５）式で算出される噴流の動圧Ｐが２０．０～１００．０ｋＰａ
の範囲内でない、または、ランス高さが１．０～７．０ｍの範囲内でなかった試験番号１
、２、６～８、１２、１３では、マンガン歩留まり及び着熱率がともに低位であった。
【００６８】
　このうち、試験番号１、２、１２、１３では、ランス高さが高すぎる、または噴流の動
圧Ｐが低いために、噴流の溶鋼浴面での動圧が低位になってしまい、排気ガスとともにダ
クトを通って排出する粉体が増大した。これが、添加歩留まりの悪かった原因であると考
えられる。
【００６９】
　また、試験番号６～８では、精錬終了後の真空槽内に大量の地金が付着していた。これ
は、ランス高さが低い、または噴流の動圧Ｐが高位であったために、噴流の溶鋼浴面での
動圧が高くなりすぎ、その結果、粉体が真空槽内に飛散して真空槽内の耐火物に溶鋼とと
もに付着した。これが、着熱率及びマンガン歩留まりが低位になった原因と考えられる。
【００７０】
　また、粉体投射時の真空槽内の真空度が２．７～１３．３ｋＰａである試験番号１４～
１７では、着熱率及びマンガン歩留まりが、ともに試験番号３～５、９～１１、１８、１
９の他の本発明例と比較して高位になっていた。これは、粉体投射時の真空槽内の真空度
を２．７～１３．３ｋＰａに制御することによって、溶鋼の環流が安定したこと、及び、
排気ガスとともにダクトを通って排出する粉体の量が減少したことによると考えられる。
【実施例２】
【００７１】
　図１に示すＲＨ真空脱ガス装置を用い、約３００トンの溶鋼にＣａＯ系脱硫剤を投射し
て脱硫処理を施し、低硫鋼（硫黄濃度；０．００２４質量％以下）を溶製する試験を実施
した。
【００７２】
　ＲＨ真空脱ガス装置で精錬する前の溶鋼の成分は、炭素濃度が０．０８～０．１０質量
％、珪素濃度が０．１～０．２質量％、アルミニウム濃度が０．０２０～０．０３５質量
％、硫黄濃度が０．００３０～０．００３２質量％で、溶鋼温度は１６００～１６５０℃
であった。
【００７３】
　必要に応じて、溶鋼温度の測定を行い、ＣａＯ系脱硫剤を添加する前に必要な溶鋼温度
が確保できているかを確認した。ここで、「必要な溶鋼温度」とは、予定する処理時間経
過による温度低下とＣａＯ系脱硫剤の添加による温度低下とを考慮し、処理装置や処理条
件毎に決められる溶鋼温度である。溶鋼温度不足の場合には、原料投入口から金属アルミ
ニウムを添加し、上吹きランスからの酸素ガスの吹き付けよる昇熱処理を行った。
【００７４】
　その後、脱酸目的及び成分調整用の金属アルミニウムを溶鋼に添加し、次いで、真空槽
の上部から挿入した上吹きランスのランス高さを０．５～９．０ｍに設定し、上吹きラン
スからＬＮＧ（炭化水素系ガス）と酸素ガス（炭化水素ガス燃焼用酸素含有ガス）とを噴
射し、上吹きランスの先端下方にバーナー火炎を形成させた。バーナー火炎の形成後、搬
送用ガスとしてアルゴンガスを使用し、全ての試験で、ＣａＯ－Ａｌ２Ｏ３系のプリメル
ト脱硫剤を２００ｋｇ／ｍｉｎの供給速度で投射した。ＣａＯ－Ａｌ２Ｏ３系のプリメル
ト脱硫剤の添加量は、全ての試験で１チャージあたり１５００ｋｇとした。また、環流用
アルゴンガス流量は、全ての試験で３０００ＮＬ／ｍｉｎとした。
【００７５】
　試験では、硫黄濃度が０．００２４質量％以下の低硫鋼が溶製できるか否かで評価した
。また、（１）式から（５）式を用いて上吹きランス出口での噴流の動圧Ｐを算出するに
あたり、搬送用ガスの密度ρAは１．５ｋｇ／Ｎｍ３、酸素含有ガスの密度ρBは２．５ｋ
ｇ／Ｎｍ３、炭化水素系ガスの密度ρCは１．５ｋｇ／Ｎｍ３、粉体の供給速度Ｖpは２０
０ｋｇ／ｍｉｎ、中心孔の上吹きランス出口での断面積ＳAは０．００２８ｍ２、酸素含
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有ガス噴射孔の上吹きランス出口での断面積ＳBは０．０００６ｍ２、燃料噴射孔の上吹
きランス出口での断面積ＳCは０．０００３ｍ２、搬送用ガスの流量ＦAは５０～７００Ｎ
ｍ３／ｈ、酸素含有ガスの流量ＦBは８０～１４００Ｎｍ３／ｈ、炭化水素系ガスの流量
ＦCは４００Ｎｍ３／ｈを使用した。
【００７６】
　表２に、各試験における真空脱炭精錬時のランス高さ、動圧Ｐなどの操業条件、及び、
脱硫処理後の溶鋼中硫黄濃度、脱硫評価、着熱率などの操業結果を示す。表２の備考欄に
は、本発明の範囲内の試験を「本発明例」、それ以外を「比較例」と表示している。尚、
表２の脱硫評価の欄の「合格」及び「不合格」は、脱硫処理後の溶鋼中硫黄濃度が０．０
０２４質量％以下のときを「合格」とし、０．００２４質量％を超えたときを「不合格」
と表示している。また、着熱率は、上記の（６）式を用いて算出した。
【００７７】
【表２】

【００７８】
　表２に示すように、ランス高さが１．０～７．０ｍの範囲内で、且つ、（１）式から（
５）式で算出される噴流の動圧Ｐが２０．０～１００．０ｋＰａの範囲内を満たしている
試験番号５３～５５、５９～６１の試験では、目的とする低硫鋼の溶製が可能であり、着
熱率も８０％台と高位であった。
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【００７９】
　一方、（１）式から（５）式で算出される噴流の動圧Ｐが２０．０～１００．０ｋＰａ
の範囲内でない、または、ランス高さが１．０～７．０ｍの範囲内でなかった試験番号５
１、５２、５６～５８、６２、６３では、脱硫率及び着熱率がともに低位であった。
【００８０】
　このうち、試験番号５１、５２、６２、６３では、ランス高さが高すぎる、または噴流
の動圧Ｐが低いために、噴流の溶鋼浴面での動圧が低位となってしまい、排気ガスととも
にダクトを通って排出する粉体が増大した。これが、添加歩留まりの悪かった原因である
と考えられる。
【００８１】
　また、試験番号５６、５７、５８では、精錬終了後の真空槽内に大量の地金が付着して
いた。これは、ランス高さが低い、または噴流の動圧Ｐが高位であったために、噴流の溶
鋼浴面での動圧が高くなりすぎ、その結果、粉体が真空槽内に飛散して真空槽内の耐火物
に溶鋼とともに付着した。これが、脱硫率及び着熱率が低位になった原因と考えられる。
【符号の説明】
【００８２】
　１　ＲＨ真空脱ガス装置
　２　取鍋
　３　溶鋼
　４　スラグ
　５　真空槽
　６　上部槽
　７　下部槽
　８　上昇側浸漬管
　９　下降側浸漬管
　１０　環流用ガス吹き込み管
　１１　ダクト
　１２　原料投入口
　１３　上吹きランス
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